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　 日頃のご健闘に敬意を表します。 
　「新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置付け変更後における取り扱いに関する通知等および自治労
における確認項目について（自治労情報 第 号（ 年４月 日）で通知している通り、５月８日に2023 0079 2023 28
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、現在の「２類」相当から「５類」に変更されました。これ
に伴い、国においては新型コロナウイルス感染症にかかる特別休暇や新型コロナワクチン接種を受ける場合等
の職務専念義務の免除、感染防止にむけた職場における対応等に関する従前の通知等を、 年５月７2023
日でもって廃止する旨の通知および指令を発出しました。
 
　それに加えて、本日５月８日に、人事院規則９－１２９等が改正され、新型コロナウイルス感染症により生じ
た事態に対処するための防疫等作業手当の特例も廃止されました。
　　また、今後、新型コロナウイルスの変異株が新型インフルエンザ等に該当することとなり、再び同様の手当が
必要となった際に、人事院規則９－１２９第８条（改正後は第７条）の規定を適用できるよう、所要の改正が
行われ、公布、施行されました。
　 これらを受けて、総務省は地方公共団体に対し、『改正内容及びその趣旨を踏まえ、適切に対応するよう』 
として、通知を発出予定です。
 
 
　しかし、「５類」への移行後も、外来および入院の診療体制、介護体制の中で、これまでと同様に感染対策
が継続されるなど、患者および被介護者等への通常と異なる勤務対応が継続する場合には、引き続き特殊
勤務手当の支給の継続を求める必要があります。
　各単組におかれましては、まずは外来および入院の診療体制、介護体制がどのように変更するのかを労使で
確認し、従前と同様の対応が必要な場合には、手当の継続にむけた交渉・協議を進めていただくようお願いい
たします。
　取り組み指標については、自治労情報 第 号をご確認ください。2023 0079
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